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議 題
宍粟市過疎地域持続的発展計画の策定及び宍粟市産業立地促進条例の一部改正につい
て
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現 状

　過疎地域自立促進特別措置法（旧過疎法）が令和３年３月31日で失効し、代替法と
して、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（新過疎法）が令和３年４月
１日から施行され、宍粟市も過疎地域の指定を受けている。

課 題

　新過疎法に基づく過疎対策事業債の発行など国の財政的な支援措置を受けるために
は、令和３年９月議会における過疎地域持続的発展計画（過疎計画）の策定が必要と
なっている。

決 定 事 項

１．宍粟市過疎地域持続的発展計画の策定

基本方針　第２次宍粟市総合計画の基本目標・基本方針と同様とする。
基本目標　地域創生総合戦略に定める人口目標を基本目標とする。
評　　価　総合計画及び地域創生戦略委員会において評価を実施する。
計画期間　令和３年度～令和７年度の５年間
そ の 他
※過疎地域における事業用資産の投資に係る固定資産税は減免する。（普通交付税に
より減免額の75％が措置される。）
※上記減免に必要な事項（「産業振興促進区域」及び「業種」）を過疎計画において
明記する。宍粟市においては、市全域を産業振興促進区域とし、業種は過疎法で規定
する「製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業」とする。

２．産業立地促進条例の一部改正
　産業立地促進条例第20条において旧過疎法における課税免除を規定しているため、
第20条について新過疎法に合った内容に一部改正する。
　※施行期日：公布の日から施行


